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USEN GATE 02 

光メガプレミアムアクセス（NC） 

光ギガプレミアムアクセス（NC）サービス契約約款  

 

平成 29年 12月 1日版 

株式会社ＵＳＥＮ ＩＣＴ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 

 

第1条 （サービスについて） 

USEN GATE 02 光メガプレミアムアクセスサービス（NC）・USEN GATE 02 光ギガプレミアム

アクセスサービス（NC）（以下「本サービス」といいます。）はエヌ・ティ・ティ・コミュ

ニケーションズ株式会社（以下「特定協定事業者」といいます。）のサービスを利用して、

当社が再販売事業者として提供するサービスです。 

 

第2条 （約款の変更） 

当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変

更後の約款によります。なお、変更後の約款は当社が適当と認める方法により通知するも

のとします。 

 

第3条 （約款の読替え） 

サービス内容、その他の提供条件については、「御見積書」・「御申込書」に記載された内容 

によるほか、下記「別記」に定める特定協定事業者の約款（以下、総称して「特定協定事 

業者約款」といいます。）を、別紙読替え表を参照するほか当社が再販売事業者であること 

を前提として適宜読替えて適用するものとし、当社が別に定めた料金表の内容については 

これを優先して適用するものとします。 

 

第4条 （適用関係） 

本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の 

規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順 

に優先して適用するものとします。 

 

第5条 （料金の支払い義務） 

本サービスの料金は、本サービスの提供開始日から本サービスの提供終了日まで発生する 

ものとし、当社の指定する期日までに当社が請求した金額（消費税等相当額を含む）を支 

払っていただきます。なお、本サービスの提供開始日は当社から書面にて利用申込者へ通 

知します。 

2 銀行振込手数料等支払いに関する費用は契約者の負担とします。 

 

第6条 （申込みの取消し） 

利用申込者は、申込みから提供開始までの期間に限り、当社が別途定める料金表記載の一 

時金を支払うことにより、加入契約の申込みを取消すことができます。 

 

第7条 （最低利用期間） 

本サービスの最低利用期間は提供開始日から起算して 1年間とし、当該最低利用期間内に、 

当社との利用契約を解除された場合、又は契約者の責に帰すべき事由により当社が解除を 

行った場合は、当社が定める期日までに、最低利用期間の残余の期間に対応する基本利用 

料金に相当する額を支払っていただきます。ただし、「御見積書」・「御申込書」に特段の定め 

がある場合はその定めるところによります。 
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第8条 （契約者が行う加入契約の解除） 

契約者は、自ら加入契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所

定の書面により USEN GATE 02取扱所に通知する（当社に書面が到達したことをもって通知

がされたものとみなします。）ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理がで

きない場合、当社にて解除日を指定し加入契約を解除するものとします。 

 

第9条 （個人情報の取扱い） 

当社は、当社の定める「個人情報の取扱いについて」に基づき個人情報の取扱いを行いま 

す。 

 

第10条 （個人情報の共同利用） 

前条に定めるほか、当社は、本サービスの提供に必要な場合、個人情報を特定協定事業者 

（特定協定事業者の業務委託先を含みます。）と共同利用することがあります。 

 

第11条 （個人情報の委託） 

当社は、本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。なお、契約者は、 

当社が本サービスに関する業務を第三者に対して委託することをあらかじめ異議なく承諾 

するものとします。 

 

第12条 (反社会的勢力に対する表明保証） 

加入申込者は、利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企

業・団体その他反社会的勢力（以下、総称して「反社会的勢力」といいます。）ではないこ

と、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、ならびに自らの役員、従業員、およ

び関係者等が反社会的勢力の構成員、またはその関係者ではないことを表明し、保証する

ものとします。 

2  契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら

催告することなく利用契約を解除することができるものとします。 

(1) 反社会的勢力に属していること 

(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること 

(3) 反社会的勢力を利用していること 

(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしているこ

と 

(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること 

(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を

用いたこと 

 

 

 

別記 

1．本サービスにおける特定協定事業者約款 

オープンコンピュータ通信網サービス 

 

I P通信網サービス契約約款      http://www.ntt.com/tariff/comm/yakkan.html 

企業向け OCNサービス 共通編  

企業向け OCNサービス 別冊編  
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当社の提供するサービス 
対応する「特定協定事業者 

約款」の適用箇所 

対応する「特定協定事業者

約款」のサービス名 
USEN GATE 02 光メガプレミア

ムアクセス イーサ 
「第３種オープンコンピュータ

通信網サービスに係る契約」 

「ビジネス OCN イーサアクセス」 

USEN GATE 02 光メガプレミア

ムアクセス メガ 

「ビジネス OCN メガデータネッ

ツアクセス」 

USEN GATE 02 光メガプレミア

ムアクセス ライト 

「第３種オープンコンピュータ

通信網サービスに係る契約」 

「第８種オープンコンピュータ

通信網サービスに係る契約」 

「スーパーOCNライト」 

「スーパーOCN」 

USEN GATE 02 光メガプレミア

ムアクセス バースト 

「第８種オープンコンピュータ

通信網サービスに係る契約」 

「ビジネス OCN バーストイーサア

クセス」 

USEN GATE 02 光ギガプレミア

ムアクセス 

「第８種オープンコンピュータ

通信網サービスに係る契約」 

「ビジネス OCN バーストイー

サアクセス」 

 

 

2.料金表 （すべて税抜） 

2-1表 基本料金 

サービス名 品目 初期費用 月額費用 

USEN GATE 02光メガプレミアム

アクセス  

イーサ 

10Mbps （1Mbps  確保） 47,500円 168,000円 

100Mbps（5Mbps 確保） 47,500円 198,000円 

USEN GATE 02光メガプレミアム

アクセス  

メガ 

0.5Mbps（0.3Mbps 保証） 41,000円 88,700円 

1Mbps  （0.5Mbps 保証） 41,000円 134,000円 

2Mbps  （1Mbps   保証） 41,000円 227,500円 

3Mbps  （1.5Mbps 保証） 41,000円 297,700円 

4Mbps  （2Mbps   保証） 41,000円 410,300円 

5Mbps  （2.5Mbps 保証） 41,000円 502,700円 

6Mbps  （3Mbps   保証 41,000円 595,100円 

7Mbps  （3.5Mbps 保証） 41,000円 686,400円 

8Mbps  （4Mbps   保証） 41,000円 776,600円 

9Mbps  （4.5Mbps 保証） 41,000円 865,600円 

10Mbps （5Mbps   保証） 41,000円 955,900円 

USEN GATE 02光メガプレミアム

アクセス ライト 

 

0.5Mbps 38,500円 68,000円 

1Mbps 38,500円 118,000円 

2Mbps 38,500円 200,000円 

3Mbps 38,500円 282,000円 

4Mbps 38,500円 364,000円 

5Mbps 38,500円 445,000円 

10Mbps 38,500円 550,000円 

USEN GATE 02光メガプレミアム

アクセス  

バーストイーサ 

10Mbps （1Mbps  確保） 38,500円 個別見積 

100Mbps（10Mbps 確保） 38,500円 個別見積 

USEN GATE 02光ギガプレミアム

アクセス 
1Gbps（100Mbps 確保※）

※上りのみ 
個別見積 個別見積 
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第 2-2一時金 

料金種別 単位 料金額 

契約回線の設置に係るもの 1契約回線ごと 実費 

その他の契約内容の変更に係るもの 1契約回線ごと 1,000円 

契約者の氏名等の変更に係るもの 1契約回線ごと 0円 

利用権の譲渡に係るもの 1契約回線ごと 5,000円 

移転事務に係るもの 1契約回線ごと 3,000円 

利用契約の申込みの取消しに係るもの 1契約回線ごと 工事費実費 

備考 この表に規定する料金のほか、工事に要した実費を支払っていただくことがありま

す。 
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別紙 【読替え表】 

 

第 1表 特定協定事業者約款中の表記の読替え 

対応する特定協定事業者約款の表記 当社の提供するサービスにおいて 

読替えて適用される表記 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 

 

株式会社ＵＳＥＮ ＩＣＴ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 

 

IP通信網サービス取扱所 

IP伝送サービス取扱所 

イーサネット通信サービス取扱所 

USEN GATE 02取扱所 

IP通信網サービス 特定協定事業者が提供する IP 通信網サービ

ス 

電気通信設備 特定協定事業者が設置する電気通信設備 

 

第 2表 対象となるサービスの読替え 

対応する特定協定事業者 サービス 当社の提供するサービス 

オープンコン

ピュータ通信

網サービス 

「ビジネス OCN イーサアク

セス」 

USEN GATE 02  

光メガプレミアムアクセス イーサ 

「ビジネス OCN メガデータ

ネッツアクセス」 

USEN GATE 02  

光メガプレミアムアクセス メガ 

「スーパーOCNライト」及び

「スーパーOCN」 

USEN GATE 02  

光メガプレミアムアクセス ライト 

「ビジネス OCN バーストイー

サアクセス」 

USEN GATE 02  

光メガプレミアムアクセス バースト 

「ビジネス OCN バーストイー

サアクセス」 

USEN GATE 02  

光ギガプレミアムアクセス 

 


